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機能強化計画の進捗状況（要約）

1．１５年度の全体的な進捗状況及びそれに対する評価

２．１５年１０月から１６年３月までの進捗状況及びそれに対する評価

（１）１５年度の全体的な進捗状況
　当行は，職員の中小企業支援スキルの向上を図るため、第二地銀協主催の｢目利き研修」等へ職員を派遣するとともに、派遣職員による行内での研修会を開催し、人材
の育成に努めた。
　中小企業の再生に向けた取組みについては、中小企業支援センターおよび商工会議所等との情報交換を行うとともに、経営改善指導先に対する経営改善指導に取り組
み、取引先企業のランクアップを図った。また、地域の中小企業を対象に、新商品としてスコアリングモデルを活用した「ながぎんビジネスローン３０型・１００型」および「ＡＣＴ
２１クイック」や創業・新事業支援のための「ＡＣＴ２１スタート」の取扱いを開始したほか、県内金融機関および長野県が創設した地域企業再生ファンドに参加した。
　さらに当行は、融資業務の高度化・効率化を図るため融資支援システムを導入し、1次リリースとして企業審査の機能を稼働させたほか、与信取引に関する顧客への説明
を一層適切に行うため、行内規則等の見直しを行い、行内規則の改正およびマニュアル等の制定をするなど、与信取引に関する説明態勢を整備した。

（２）進捗状況に対する評価
　平成１５年度全体の機能強化計画の進捗状況は、実施スケジュールに沿って順調に進展してきていると考えている。引き続き当行に課せられた地域金融機関としての社
会的責任と公共的使命を認識し、計画のスケジュールに沿った取組みを継続していくとともに、「地域社会に信頼され、親しまれ、お客さまの相談に乗れる存在感のある銀
行」を目指していく方針である。

（１）１５年１０月から１６年３月までの進捗状況
　当行は，職員の中小企業支援スキルの向上を図るため、引き続き、第二地銀協主催の｢目利き研修」等へ職員を派遣するとともに、派遣職員による行内での研修会を開
催し、人材の育成に努めた。
　中小企業の再生に向けた取組みについては、中小企業支援センターおよび商工会議所等との情報交換を行うとともに、経営改善指導先に対する経営改善指導に取り組
み、取引先企業のランクアップを図った。また、地域の中小企業を対象に、新商品としてスコアリングモデルを活用し、審査が迅速で、無担保・第三者保証人不要の「ＡＣＴ２
１クイック」および創業・新事業支援のための「ＡＣＴ２１スタート」の取扱いを開始したほか、県内金融機関および長野県が創設した地域企業再生ファンドに参加した。
　さらに当行は、融資業務の高度化・効率化を図るため融資支援システムを導入し、1次リリースとして企業審査の機能を稼働させたほか、与信取引に関する顧客への説明
を一層適切に行うため、行内規則等の見直しを行い、行内規則の改正およびマニュアル等の制定をするなど、与信取引に関する説明態勢を整備した。

（２）進捗状況に対する評価
　平成１５年度下半期の機能強化計画の進捗状況は、実施スケジュールに沿って順調に進展してきていると考えている。引き続き、計画に沿った取組みを行っていく方針で
ある。
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３．アクションプログラムに基づく個別項目の計画の進捗状況　
（注）各個別項目の番号は、アクションプログラムの要請事項の番号をそのまま使用しておりますので、連続性はありません。

具体的な取組み 備考（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年度 １５年１０月～１６年３月

Ⅰ．中小企業金融の再生に向けた取組み
１．創業・新事業支援機能等の強化
（１）業種別担当者の配置等融
資審査態勢の強化

・産業調査室による業種
特性や事業見通しの検討
を行う。
・第二地銀協主催の研修
へ参加する。
・研修の充実を図る。

・産業調査室の
活用
・第二地銀協主
催の研修へ参加
・研修の充実

・産業調査室の
活用
・第二地銀協主
催の研修へ参加
・研修の充実

・創業・新事業融資案件については、産業調査室の
マーケット分析等を活用し、審査を行った。
・創業・新事業支援のための融資商品の取扱いにつ
いて検討し、新商品として「ＡＣＴ２１スタート」の取扱
いを開始した。
・経営支援担当による、特定業種等の経営改善指導
の強化を図った。

・創業・新事業融資案件については、産業調査室の
マーケット分析等を活用し、審査を行った。
・創業・新事業支援のための新商品として「ＡＣＴ２１ス
タート」の取扱いを開始した。
・経営支援担当による、特定業種等の経営改善指導
の強化を図った。

（２）企業の将来性や技術力を
的確に評価できる人材の育成
を目的とした研修の実施

・融資関連研修の実施と
内容の見直しを行う。
・第二地銀協主催の「目
利き研修」へ参加する。
・通信講座および資格取
得を奨励する。

・行内研修の実
施
・第二地銀協主
催の研修へ参加
・通信講座、資格
取得の奨励

・行内研修の実
施
・第二地銀協主
催の研修へ参加
・通信講座、資格
取得の奨励

・融資関連研修会を開催した。
・第二地銀協主催の「目利き研修」へ参加した。
・中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技
能士等の資格取得や通信講座の受講を奨励した。

・融資関連研修会を開催した。
・第二地銀協主催の「目利き研修」へ参加した。
・中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技
能士等の資格取得や通信講座の受講を奨励した。

（３）産学官とのネットワークの
構築・活用や日本政策投資銀
行との連携。「産業クラスターサ
ポート会議」への参画

・日本政策投資銀行と情
報交換を行う。
・産業クラスターサポート
金融会議等へ参加する。

・日本政策投資
銀行との情報交
換
・産業クラスター
サポート金融会
議等へ参加

・日本政策投資
銀行との情報交
換
・産業クラスター
サポート金融会
議等へ参加

・日本政策投資銀行との情報交換を行った。
・「関東甲信越・静岡地域産業クラスターサポート金
融会議」へ参加した。
・（財）長野県テクノ財団が主催したセミナー等に参加
した。

・日本政策投資銀行との情報交換を行った。
・「関東甲信越・静岡地域産業クラスターサポート金
融会議」へ参加した。
・（財）長野県テクノ財団が主催したセミナー等に参加
した。

（４）ベンチャー企業向け業務に
係る、日本政策投資銀行、中小
企業金融公庫、商工組合中央
金庫等との情報共有、協調投
融資等連携強化

・日本政策投資銀行等と
の情報交換に努める。

・日本政策投資
銀行等との情報
交換

・日本政策投資
銀行等との情報
交換

・日本政策投資銀行，中小企業金融公庫および商工
組合中央金庫と情報交換を行った。
・中小企業金融公庫との連携を強化するため準備を
行った。

・日本政策投資銀行，中小企業金融公庫および商工
組合中央金庫と情報交換を行った。
・中小企業金融公庫との連携を強化するため準備を
行った。

・平成１６年４月
に中小企業金融
公庫と「業務連
携・協力に関す
る覚書」を締結

（５）中小企業支援センターの活
用

・中小企業支援センターと
の情報交換を積極的に行
う。
・起業者等の支援を一層
推進する。

・中小企業支援
センターとの情報
交換
・起業者等への
支援策検討

・中小企業支援
センターとの情報
交換
・起業者等への
支援策検討

・中小企業支援センターおよび商工会議所等との情
報交換を行った。
・創業・起業について、松本商工会議所のチャレンジ
起業相談室との情報交換を行った。
・Ｍ＆Ａ案件について、中小企業支援センターの機能
活用を図った。
・中小企業支援センターが主催したセミナー等へ参加
した。
・創業・新事業支援のための新商品として、「ＡＣＴ２１
スタート」の取扱いを開始した。

・中小企業支援センターおよび商工会議所等との情
報交換を行った。
・中小企業支援センターが主催したセミナー等へ参加
した。
・創業・新事業支援のための新商品として、「ＡＣＴ２１
スタート」の取扱いを開始した。

進捗状況項　　　　　目 スケジュール
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具体的な取組み 備考（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年度 １５年１０月～１６年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化
（１）経営情報やビジネス・マッチ
ング情報を提供する仕組みの
整備

・産業調査室の積極的活
用を図る。
・中小企業支援センター、
商工会議所等との情報交
換を積極的に行う。
・ホームページの活用を
検討する。

・産業調査室の
活用
・中小企業支援
センター、商工会
議所等との情報
交換
・ホームページの
活用

・産業調査室の
活用
・中小企業支援
センター、商工会
議所等との情報
交換
・ホームページの
活用

・産業調査室が、経営情報等の提供を行った。
・中小企業支援センターおよび商工会議所等との情
報交換を行った。
・「第二地銀協ビジネス情報交換制度」の活用を検討
した。

・産業調査室が、経営情報等の提供を行った。
・中小企業支援センターおよび商工会議所等との情
報交換を行った。
・「第二地銀協ビジネス情報交換制度」の活用を検討
した。

（３）要注意先債権等の健全債
権化及び不良債権の新規発生
防止のための体制整備強化並
びに実績公表

（４）中小企業支援スキルの向
上を目的とした研修の実施

・融資関連研修の実施と
内容の見直しを行う。
・第二地銀協主催の「ラン
クアップﾟ研修」へ参加す
る。
・通信講座および資格取
得を奨励する。

・行内研修会の
実施
・第二地銀協主
催の研修へ参加
・通信講座、資格
取得の奨励

・行内研修会の
実施
・第二地銀協主
催の研修へ参加
・通信講座、資格
取得の奨励

・融資関連研修会を開催した。
・第二地銀協主催の「ランクアップ研修」へ参加した。
・中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技
能士等の資格取得や通信講座の受講を奨励した。

・融資関連研修会を開催した。
・第二地銀協主催の「ランクアップ研修」へ参加した。
・中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技
能士等の資格取得や通信講座の受講を奨励した。

（５）「地域金融人材育成システ
ム開発プログラム」等への協力

・「地域金融人材育成シス
テム開発プログラム」につ
いて情報収集を行う。

・情報の収集 ・情報の収集 ・当該プログラムはまだ県内に進展していない。
・地域の中小企業の新入社員を対象とした研修会お
よび取引先企業の経営者を対象とした経済に関する
講演会を開催した。

・取引先企業の経営者を対象として、経済に関する
講演会を開催した。

３．早期事業再生に向けた積極的取組み
（１）中小企業の過剰債務構造
の解消・再生の取組み。「早期
事業再生ガイドライン」の趣旨を
踏まえた事業再生への早期着
手

・経営改善指導を実施す
る。
・早期事業再生への取組
みを強化する。
・第二地銀協主催の「企
業再生支援者養成研修」
へ参加する。

・経営改善指導
の実施
・第二地銀協主
催の研修へ参加

・経営改善指導
の実施
・第二地銀協主
催の研修へ参加

・経営支援担当は、Ｍ＆Ａの活用等、取引先企業の
早期事業再生に向けた取組みを行った。
・第二地銀協主催の「企業再生支援者養成研修」等
へ参加した。

・経営支援担当は、Ｍ＆Ａの活用等、取引先企業の
早期事業再生に向けた取組みを行った。
・第二地銀協主催の「企業再生支援者養成研修」等
へ参加した。

（２）地域の中小企業を対象とし
た企業再生ファンドの組成の取
組み

・企業再生ファンドの組成
について情報収集を行
う。

・情報の収集 ・情報の収集 ・県内金融機関および長野県が創設した地域企業再
生ファンド、「ずくだせ信州元気ファンド」に参加した。
・日本政策投資銀行との情報交換を行った。

・県内金融機関および長野県が創設した地域企業再
生ファンド、「ずくだせ信州元気ファンド」に参加した。
・日本政策投資銀行との情報交換を行った。

Ｐ６中小企業金融の再生に向けた取組み、Ｐ７経営改善支援の取組み実績（地域銀行用）【１５年度（１５年４月～１６年３月）】、Ｐ８経営改善支援の取組み実績（地域銀行用）【１５年度下期
（１５年１０月～１６年３月）】参照
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具体的な取組み 備考（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年度 １５年１０月～１６年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（３）デット・エクイティ・スワップ、
DIPファイナンス等の活用

・ＤＩＰファイナンス等につ
いて検討する。

・情報の収集 ・情報の収集 ・ＤＩＰファイナンス等については、具体的な案件はな
かった。
・あおぞら銀行との情報交換を行った。

・ＤＩＰファイナンス等については、具体的な案件がな
かった。
・あおぞら銀行との情報交換を行った。

（４）「中小企業再生型信託ス
キーム」等、ＲＣＣ信託機能の活
用

・ＲＣＣ信託機能活用につ
いての情報収集を行う。

・情報の収集 ・情報の収集 ・ＲＣＣ信託機能の活用については、具体的な案件は
なかった。

・ＲＣＣ信託機能の活用については、具体的な案件は
なかった。

（５）産業再生機構の活用 ・産業再生機構活用につ
いての情報収集を行う。

・情報の収集 ・情報の収集 ・産業再生機構の活用については、具体的な案件は
なかった。

・産業再生機構の活用については、具体的な案件は
なかった。

（６）中小企業再生支援協議会
への協力とその機能の活用

・中小企業再生支援協議
会について情報収集に努
める。

・情報の収集 ・情報の収集 ・中小企業再生支援協議会と案件相談や情報交換を
行った。

・中小企業再生支援協議会と情報交換を行った。

（７）企業再生支援に関する人
材（ターンアラウンド・スペシャリ
スト）の育成を目的とした研修
の実施

・融資関連研修の実施と
内容の見直しを行う。
・第二地銀協主催の「企
業再生支援者養成研修」
へ参加する。
・通信講座および資格取
得を奨励する。

・行内研修会の
実施
・第二地銀協主
催の研修へ参加
・通信講座、資格
取得の奨励

・行内研修会の
実施
・第二地銀協主
催の研修へ参加
・通信講座、資格
取得の奨励

・融資関連研修会を開催した。
・第二地銀協主催の「企業再生支援者養成研修」へ
参加した。
・（社）金融財政事情研究会主催の「事業再生と回収
の実務研修」へ参加した。
・中小企業総合事業団主催の「中小企業再生支援者
等研修」へ参加した。
・事業再生人材育成センター主催の「事業再生人材
育成講座」へ参加した。
・中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技
能士等の資格取得や通信講座の受講を奨励した。

・融資関連研修会を開催した。
・第二地銀協主催の「企業再生支援者養成研修」へ
参加した。
・中小企業総合事業団主催の「中小企業再生支援者
等研修」へ参加した。
・事業再生人材育成センター主催の「事業再生人材
育成講座」へ参加した。
・中小企業診断士、ファイナンシャルプランニング技
能士等の資格取得や通信講座の受講を奨励した。

４．新しい中小企業金融への取組みの強化
（１）担保・保証へ過度に依存し
ない融資の促進等。第三者保
証の利用のあり方

・キャッシュフローを重視
していく。
・ローンレビューを徹底し
ていく。

・キャッシュフ
ローの重視
・ローンレビュー
の徹底

・キャッシュフ
ローの重視
・ローンレビュー
の徹底

・キャッシュフローを重視し、企業本来の事業性を見
極めた審査を行った。
・ローンレビューを徹底した。

・キャッシュフローを重視し、企業本来の事業性を見
極めた審査を行った。
・ローンレビューを徹底した。

（３）証券化等の取組み ・証券化の動きおよびＣＬ
Ｏ等の動向について、情
報収集を行う。

・情報の収集 ・情報の収集 ・県内において、ＣＬＯ等の証券市場を構築する動き
はみられなかった。

・県内において、ＣＬＯ等の証券市場を構築する動き
はみられなかった。

（４）財務諸表の精度が相対的
に高い中小企業に対する融資
プログラムの整備

・財務諸表の精度が一定
水準以上の企業等に対
する新商品の検討を行
う。

・情報の収集
・新商品の検討

・情報の収集
・新商品の検討

・長野県信用保証協会との提携により、スコアリング
モデルを活用した無担保・代表者保証のみ（原則とし
て第三者保証人不要）の商品「ながぎんビジネスロー
ン３０型・１００型」の取扱いを開始した。
・無担保・第三者保証人不要のスコアリングモデルを
活用した商品「ＡＣＴ２１クイック」の取扱いを開始し
た。

・無担保・第三者保証人不要のスコアリングモデルを
活用した商品「ＡＣＴ２１クイック」の取扱いを開始し
た。
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具体的な取組み 備考（計画の詳細）

１５年度 １６年度 １５年度 １５年１０月～１６年３月

進捗状況項　　　　　目 スケジュール

（５）信用リスクデータベースの
整備・充実及びその活用

・融資支援システムを稼
働させ、高度化を図る。

・融資支援システ
ムの稼働
・信用リスクデー
タの蓄積
・金利適正化の
徹底

・信用リスクデー
タの蓄積
・金利適正化の
徹底

・融資支援システムの稼働準備を進め、顧客管理お
よび企業審査の機能を稼働させた。

・融資支援システムの顧客管理および企業審査の機
能を稼働させた。

５．顧客への説明態勢の整備、相談・苦情処理機能の強化
（１）銀行法等に義務付けられ
た、貸付契約、保証契約の内容
等重要事項に関する債務者へ
の説明態勢の整備

・金融検査マニュアル、各
ガイドライン等に基づき作
成した社内規則等により
説明態勢の整備に努めて
いる。

・行内規則等の
見直し
・説明態勢の整
備

・行内規則等の
見直し
・説明態勢の整
備

・与信取引に関する行内規則等の見直しを行い、行
内規則の改正を行ったほか、新たにマニュアル等の
制定を行い、説明態勢を整備した。
・説明態勢に係る研修会を実施し、行内の周知徹底
を図った。

・与信取引に関する行内規則等の見直しを行い、行
内規則の改正を行ったほか、新たにマニュアル等の
制定を行い、説明態勢を整備した。
・説明態勢に係る研修会を実施し、行内の周知徹底
を図った。

（３）相談・苦情処理体制の強化 ・金融円滑化会議等へ参
加する。

・金融円滑化会
議等へ参加

・金融円滑化会
議等へ参加

・「地域金融円滑化会議」へ参加した。 ・「地域金融円滑化会議」へ参加した。

６．進捗状況の公表 ・半期ごとの決算発表と
同時期に、ホームページ
への掲載等の方法により
公表する。

・平成１５年度上
半期の公表

・平成１５年度下
半期の公表
・平成１５年度通
期の公表
・平成１６年度上
半期の公表

・リレーションシップバンキングの機能強化計画の要
約および平成１５年度上半期の進捗状況の公表を
行った。

・平成１５年度上半期の進捗状況をホームページ等
により公表した。

・平成１７年には
平成１６年度下
半期および平成
１６年度通期の
進捗状況を公表
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Ⅰ　中小企業金融の再生に向けた取組み
　２．取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化

・経営改善指導先を選定し、経営改善指導の取
組みを行うとともに、半期ごとに所管先の洗替え
をする。
・平成１５年９月から実績を公表する。

・経営改善指導先の洗替え
・経営改善指導の実施
・実績の公表（半期を含む）

・経営改善指導先の洗替え
・経営改善指導の実施
・実績の公表（半期を含む）

・ランクアップの実績をディスクロージャー誌に公
表する。

進捗状況
・対象先に対する取組方針、経営改善方針を明
確にし、本支店が連携して経営改善指導の強
化、ランクアップに積極的に取組んでいる。
・審査部内に「経営支援担当」を置き、経営改善
指導の強化を図っている。

１５年１０月～１６年３月

・対象先に対する取組方針、経営改善方針を明
確にし、本支店が連携して経営改善指導の強
化、ランクアップに積極的に取組んでいる。
・審査部内に「経営支援担当」を置き、経営改善
指導の強化を図っている。
（取組方針）
・平成１５年度における重要施策の一つとして、
積極的に取組んだ。
（具体的活動）
・平成１５年度は、２０２先について経営改善指
導を行い、３６先のランクアップが図れた。
・中小企業支援センター等の機能活用により、
取引先企業の経営改善に取組んだ。
・第二地銀主催の「ランクアップ研修」へ参加す
るとともに、行内研修を実施し、中小企業支援ス
キルの向上に努めた。
（支援先に見られた改善点）
・経営改善支援により収益力の向上や、経費削
減等が図れた。
（課題）
・経営改善支援先の経営陣の認識や従業員の
理解を得ることが課題である。

１５年１０月～１６年３月

（具体的活動）
・平成１５年度下期は１９４先について経営改善
指導を行い、２３先のランクアップが図れた。
（支援先に見られた改善点）
・経営改善支援により自社が解決すべき課題が
明確となり全社的な問題意識の共有と従業員の
意識改革が図れた。

経営改善支援について、どのような取組み方針を策定しているか。
・同方針に従い、具体的にどのような活動を行ったか。
・こうした取組みにより支援先にどのような改善がみられたか。
・こうした取組みを進め成果を上げていくための課題は何か（借手の中小企業サイドの課題を含む）

備考（計画の詳細）

（１）経営改善支援に関する
　　体制整備の状況

　　（経営改善支援の担当部署を含む）
　　１５年４月～１６年３月

（２）経営改善支援の取組み状況
（注）

１５年４月～１６年３月

（注）下記の項目を含む

（３）要注意先債権等の健全債権化及び不良債権の新規発生防止のための体制整備強化並びに実績公表

具体的な取組み

スケジュール

１５年度

１６年度
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銀行名 ㈱長野銀行
【１５年度（１５年４月～１６年３月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 2,027 157 29 112

うち要管理先 104 23 5 12

破綻懸念先 187 18 2 13

実質破綻先 157 1 ― 1

破綻先 107 ― ― ―

合　計 10,324 202 36 141

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１５年４月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

3

要
注
意
先

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α

正常先 7,742 3
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銀行名 ㈱長野銀行
【１５年度下期（１５年１０月～１６年３月）】

（単位：先数）

αのうち期末に債務者区
分が上昇した先数　β

αのうち期末に債務者区
分が変化しなかった先
γ

うちその他要注意先 1,999 140 19 114

うち要管理先 113 26 4 17

破綻懸念先 224 20 ― 15

実質破綻先 158 1 ― 1

破綻先 92 ― ― ―

合　計 10,034 194 23 154

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１５年１０月当初時点で整理
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初より上昇した先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」に上昇した場合はβに含める。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。

7

要
注
意
先

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α

正常先 7,448 7
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地域のお客さまとのお取引について 
 
当行は、「リレーションシップバンキングの機能強化計画」を策定し、中小企

業の再生と地域経済の活性化等に取組んでおります。 
 

Ⅰ 地域のお客さまへの貸出状況 
 ●長野県内貸出金について                   （単位：百万円、％） 
 平成１６年３月末 平成１５年９月末 増 減 

長野県内貸出金残高（Ａ） ５７９,０４８ ５７１,００３ ８,０４５ 

総貸出金残高（Ｂ） ５９２,５６２ ５８５,００９ ７,５５３ 

長野県内貸出金割合（Ａ）/（Ｂ） ９７.７１ ９７.６０ ０.１１ 

 
 ●中小企業・個人向け貸出金について              （単位：百万円、％） 

 平成１６年３月末 平成１５年９月末 増 減 

中小企業・個人向け貸出金（Ａ） ５３６,８１２ ５３２,１２９ ４,６８３ 

総貸出金残高（Ｂ） ５９２,５６２ ５８５,００９ ７,５５３ 

中小企業個人向け貸出金割合（Ａ）/（Ｂ） ９０.５９ ９０.９６ △０.３７ 

 
 ●消費者ローンについて                      （単位：百万円） 
 平成１６年３月末 平成１５年９月末 増 減 

消費者ローン残高 ２１９,５３７ ２１６,７５３ ２,７８４ 

うち住宅ローン残高 １６６,４９６ １６２,７２５ ３,７７１ 

 
Ⅱ 地域のお客さまとのお取引状況 
 ●長野県内預金について                    （単位：百万円、％） 
 平成１６年３月末 平成１５年９月末 増 減 

長野県内預金残高（Ａ） ７９３,５９３ ７９０,５２６ ３,０６７ 

総預金残高（Ｂ） ７９７,９８６ ７９５,０２８ ２,９５８ 

長野県内預金割合（Ａ）/（Ｂ） ９９.４４ ９９.４３ ０.０１ 

 
 ●個人預金について                      （単位：百万円、％） 
 平成１６年３月末 平成１５年９月末 増 減 

個人預金残高（Ａ） ６１０,６８９ ６００,３０１ １０,３８８ 

総預金残高（Ｂ） ７９７,９８６ ７９５,０２８ ２,９５８ 

個人預金割合（Ａ）/（Ｂ） ７６.５２ ７５.５０ １.０２ 
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